
iDeCo向け商品として同様の行為
をすると、『推奨』に該当しますの
で注意してください。同じ商品で
あっても、iDeCo用としての説明
とつみたてNISA用としての説明で
は、明確に区分して行わなければ
なりません。お客様には、iDeCo
用の商品に関しては『推奨』がで
きないことをお伝えしたうえで、
ご自身で判断いただくようにお伝
えする必要があります。
　なお、ライフプランに基づいた
資産運用の提案などの際の選択肢
として、つみたてNISAや個人年金
な ど と と も に、制 度 と し て の
iDeCoの説明や勧誘を行うことは
問題ありません。

■「ビデオライブラリー」　
　リリースのお知らせ
　アーティス総研では、今回の
iDeCoの「兼務規制の緩和」の概
要を解説するとともに、iDeCoの
制度面について再確認できるビデ
オ教材『個人型確定拠出年金～
iDeCo ～の概要』を５月にリリー
スいたしました。当レポートで紹
介しました『推奨』に関する注意
点等を豊富な会話例を使って分か
りやすく解説するなど、実践的な
内容になっています。ご興味がご
ざいましたら、営業担当者または
お近くの本支店までご連絡くださ
い。

◆ニーズ・リスク許容度等に基づ
　いたアドバイス
　お客様から資産運用のご相談を
受けた場合、そのお客様の顧客情
報や「ご相談シート」などの情報
に基づいて、お客様のニーズやリ
スク許容度等を把握したうえで、
iDeCoに関する説明をするケース
も想定されます。このようなケー
スにおいて、顧客情報やご相談シ
ート等から把握したお客様のニー
ズやリスク許容度等から導き出さ
れたものであっても、特定の商品
をお勧めしたり特定の資産配分（ポ
ートフォリオ）に誘導するような
行為は『推奨』に該当します。
　なお、販売用資料などに記載さ
れている複数のモデルポートフォ
リオを使って、リスク許容度に応
じた資産運用の考え方などを一般
論として解説することは認められ
ています。

◆特定のカテゴリーに含まれる商
　品のみ説明
　特定のカテゴリーについて説明
してほしいというお客様からの求
めがないのに、特定のカテゴリー
に含まれる商品のみの説明を行う
ことは、『推奨』に該当します。例
えば、お客様が複数の資産に分散
して投資することを希望される場
合には、商品として分散投資が図
られている「バランス型」という
選択肢と、お客様が複数のカテゴ
リーから商品を選択することによ
り分散投資を行う選択肢があるこ
とを示したうえで、お客様に判断
していただく必要があります。

◆iDeCoとつみたてNISAのライン
　ナップに同じ商品が含まれてい
　る場合
　iDeCoのラインナップに含まれ
ている商品が、つみたてNISAの対
象商品となっている場合がありま
す。このような場合、つみたて
NISA向けであればお客様からの求
めがなくてもその商品の概要を説
明したり、提案や助言をしたりす
る こ と は 可 能 で す。た だ し、

ップを示しながらその特定の商品
の説明を行うことが認められてい
ます。
　あくまでもお客様から求めがあ
ることが前提条件ですので、ライ
ンナップを示しながらの説明であ
っても、営業担当者の判断だけで
特定の商品のみの説明を行っては
いけません。
　なお、運営管理機関によっては、
加入者が運用する商品を指図しな
い場合、定期預金などの元本確保
型商品が自動的に購入されるよう
になっています。このような元本
確保型商品であっても、お客様か
らの求めがないのにその商品のみ
を説明する行為は『推奨』にあた
りますので、注意してください。

◆人気商品、販売実績の多い商品
　を質問された場合
　多くの人が選択している商品の
情報などを伝えることにより、そ
の商品が良い商品であるのではな
いかとの印象をお客様に与えてし
まう可能性があるため、このよう
な行為は『推奨』に該当します。
お客様から質問をされた場合であ
っても、いわゆる “人気商品” や
販売実績の多い商品などを示して
はいけません。

◆運用実績を質問された場合
 　過去の運用実績を示す場合に
は、収益率そのものだけではなく、
リスクの程度、ベンチマークとの
比較、収益率がよかった（悪かった）
要因などを併せて示し、客観的な
コメントをすることが求められま
す。また、ファンド間の収益率に
ついて比較を行う場合においては、
特定の指標や期間のみに着目して
提示することは、特定の商品の『推
奨』と受け取られる可能性があり
ます。
　お客様には、iDeCo用説明資料
などをご覧いただき、運用実績に
ついてはリスクやベンチマークの
収益率との差などを含め総合的に
判断いただくようにお伝えしなけ
ればなりません。

特定の商品を選択しないように勧
める行為は『推奨』に該当します。
原則は、ラインナップに基づいて
一通りすべての商品について説明
し、お客様ご自身に判断していた
だくという流れになります。

◆「長所のみ」「短所のみ」を強調
　する説明
　特定の商品について、「良い」「悪
い」などのコメントをしたり、「ど
ちらが良い」などの評価を述べた
り、あるいは、長所のみまたは短
所のみを強調したりするする行為
は、『推奨』に該当します。お客様
の質問に答える場合であっても、
販売用資料を用いて客観的な説明
をするように努め、特定の商品を
お勧めしていると受け取られるこ
とのないよう注意する必要があり
ます。

◆特定の商品のみを説明
　iDeCoでは、原則としてライン
ナップに基づいて一通りすべての
商品について説明しなければなり
ません。特定の商品についてのみ
概要等を説明することも『推奨』
に該当するものとして禁止されて
います。ただし、例外的にお客様
から特定の商品についてのみ説明
を求められた場合には、ラインナ

きましょう。
　典型的な『推奨』とは、お客様
に対して「特定の商品を指定す
るように誘導する行為」や「特
定の商品を指定しないように誘
導する行為」のことを指します
が、iDeCoではこれよりも広い概
念で捉えており、「お客様が商品の
選択をする際に、特定の商品にバ
イアスをかけるような行為」を『推
奨』として禁止しています。この
点がiDeCo以外の金融商品販売に
おける営業活動と大きく異なる点
であると言え注意が必要です。実
際に想定される事例を使って、ど
のようなやり取りが『推奨』にあ
たるのか確認していきましょう。

◆特定の商品を勧める行為
　典型的な推奨行為は、特定の商
品をお勧めする行為です。例えば、
お客様からお勧めの商品を質問さ
れた際に、「日本株を投資対象とす
るものですとこのＡ投信が、バラ
ンス型のファンドですとＢ投信な
どがよいと思います」など、複数
の候補を挙げたとしても、特定の
商品をお勧めする行為は、『推奨』
に該当します。iDeCoでは、中立
の立場で情報提供を行うことが求
められていますので、特定の商品
を選択するように勧めたり、逆に

った場合の改正点、税務上の取扱
いなどがあります。これらの点に
関してお客様から質問を受けた場
合には、きちんと説明できるよう
にしておく必要があります。また、
加入を希望するお客様に対するス
ターターキットなどの加入書類や、
すでにiDeCoで運用中のお客様に
対する変更届などの各種書類を交
付したり、お客様がこれらの書類
を作成する際のサポートやお客様
が作成された書類を確認し、受領
したりする業務も行うことができ
ます。
　改正後は、これらに加え商品ラ
インナップを用いた「運用商品の
提示」、商品ラインナップを提示し
たうえでの「各商品の選定理由の
説明」、「各商品の概要等の説明」
などの運用関連業務についても行
うことができるようになりました。
また、すでにiDeCoで運用中の加
入者に対する「スイッチング等に
関する相談・アドバイス」も行う
ことができるようになりました。
　ただし、引き続き特定の商品に
対する『推奨』は禁止されています。

■『推奨』に該当する行為
　兼務規制の緩和後も引き続き禁
止される『推奨』とは、どのよう
な行為が該当するのか確認してお

商品の説明と推奨との線引きがど
こにあるのか」が大きなポイント
になりますので、この後詳しく解
説します。
　こ の 他 の 改 正 点 と し て は、
iDeCoに加入する前のお客様（未
加入者）に対しても、既加入者と
同様の規制、すなわち忠実義務が
課されることが明確化されました。
iDeCoに加入する前であっても、
制度の概要や税制上の取扱いに加
え、商品の概要等についても説明
をすることができますが、加入者
に対するのと同様に『推奨』する
ことはできません。

■店頭で営業職員が行うこと
　のできる業務
　改正後、iDeCoに関して金融機
関の店頭で営業職員が行うことの
できる業務の流れを確認しておき
ましょう。（表１）
　まず、改正前の制度でも行うこ
とができる業務として、お客様に
対する「制度説明」や「各種書類
の交付、作成等のサポート、内容
確認・受領」などがあります。
　iDeCoの制度に関しては、加入
資格、掛金の上限、制度改正があ

■改正前の状況
　改正前の確定拠出年金制度にお
いては、金融商品の販売等を行う
営業職員は、iDeCoの運用関連業
務を行うことができませんでした。
金融商品の販売業務とiDeCoの運
用関連業務を兼務できないことか
ら、兼務規制と呼ばれています。
なお、iDeCoの運用関連業務とは、
「お客様に対して運用商品を提示す
ること」「商品の概要を説明するこ
と」などの業務をいいます。
　この兼務規制により、金融機関
の窓口において個別の運用商品の
説明などの情報提供が十分にでき
ないなどの問題が指摘されていま
した。

■改正の概要
　今回の改正によりこの兼務規制
が緩和され、金融商品の販売等を
行う営業職員もiDeCoの運用関連
業務を行うことができることにな
りました。ただし、『推奨』に関し
ては引き続き禁止されていますの
で、注意が必要です。今回の改正
においては、どのような行為が『推
奨』に該当するのか、特に、「個別
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iDeCo向け商品として同様の行為
をすると、『推奨』に該当しますの
で注意してください。同じ商品で
あっても、iDeCo用としての説明
とつみたてNISA用としての説明で
は、明確に区分して行わなければ
なりません。お客様には、iDeCo
用の商品に関しては『推奨』がで
きないことをお伝えしたうえで、
ご自身で判断いただくようにお伝
えする必要があります。
　なお、ライフプランに基づいた
資産運用の提案などの際の選択肢
として、つみたてNISAや個人年金
な ど と と も に、制 度 と し て の
iDeCoの説明や勧誘を行うことは
問題ありません。

■「ビデオライブラリー」　
　リリースのお知らせ
　アーティス総研では、今回の
iDeCoの「兼務規制の緩和」の概
要を解説するとともに、iDeCoの
制度面について再確認できるビデ
オ教材『個人型確定拠出年金～
iDeCo ～の概要』を５月にリリー
スいたしました。当レポートで紹
介しました『推奨』に関する注意
点等を豊富な会話例を使って分か
りやすく解説するなど、実践的な
内容になっています。ご興味がご
ざいましたら、営業担当者または
お近くの本支店までご連絡くださ
い。

◆ニーズ・リスク許容度等に基づ
　いたアドバイス
　お客様から資産運用のご相談を
受けた場合、そのお客様の顧客情
報や「ご相談シート」などの情報
に基づいて、お客様のニーズやリ
スク許容度等を把握したうえで、
iDeCoに関する説明をするケース
も想定されます。このようなケー
スにおいて、顧客情報やご相談シ
ート等から把握したお客様のニー
ズやリスク許容度等から導き出さ
れたものであっても、特定の商品
をお勧めしたり特定の資産配分（ポ
ートフォリオ）に誘導するような
行為は『推奨』に該当します。
　なお、販売用資料などに記載さ
れている複数のモデルポートフォ
リオを使って、リスク許容度に応
じた資産運用の考え方などを一般
論として解説することは認められ
ています。

◆特定のカテゴリーに含まれる商
　品のみ説明
　特定のカテゴリーについて説明
してほしいというお客様からの求
めがないのに、特定のカテゴリー
に含まれる商品のみの説明を行う
ことは、『推奨』に該当します。例
えば、お客様が複数の資産に分散
して投資することを希望される場
合には、商品として分散投資が図
られている「バランス型」という
選択肢と、お客様が複数のカテゴ
リーから商品を選択することによ
り分散投資を行う選択肢があるこ
とを示したうえで、お客様に判断
していただく必要があります。

◆iDeCoとつみたてNISAのライン
　ナップに同じ商品が含まれてい
　る場合
　iDeCoのラインナップに含まれ
ている商品が、つみたてNISAの対
象商品となっている場合がありま
す。このような場合、つみたて
NISA向けであればお客様からの求
めがなくてもその商品の概要を説
明したり、提案や助言をしたりす
る こ と は 可 能 で す。た だ し、

ップを示しながらその特定の商品
の説明を行うことが認められてい
ます。
　あくまでもお客様から求めがあ
ることが前提条件ですので、ライ
ンナップを示しながらの説明であ
っても、営業担当者の判断だけで
特定の商品のみの説明を行っては
いけません。
　なお、運営管理機関によっては、
加入者が運用する商品を指図しな
い場合、定期預金などの元本確保
型商品が自動的に購入されるよう
になっています。このような元本
確保型商品であっても、お客様か
らの求めがないのにその商品のみ
を説明する行為は『推奨』にあた
りますので、注意してください。

◆人気商品、販売実績の多い商品
　を質問された場合
　多くの人が選択している商品の
情報などを伝えることにより、そ
の商品が良い商品であるのではな
いかとの印象をお客様に与えてし
まう可能性があるため、このよう
な行為は『推奨』に該当します。
お客様から質問をされた場合であ
っても、いわゆる “人気商品” や
販売実績の多い商品などを示して
はいけません。

◆運用実績を質問された場合
 　過去の運用実績を示す場合に
は、収益率そのものだけではなく、
リスクの程度、ベンチマークとの
比較、収益率がよかった（悪かった）
要因などを併せて示し、客観的な
コメントをすることが求められま
す。また、ファンド間の収益率に
ついて比較を行う場合においては、
特定の指標や期間のみに着目して
提示することは、特定の商品の『推
奨』と受け取られる可能性があり
ます。
　お客様には、iDeCo用説明資料
などをご覧いただき、運用実績に
ついてはリスクやベンチマークの
収益率との差などを含め総合的に
判断いただくようにお伝えしなけ
ればなりません。

××8. 特定の商品に対する推奨

〇〇7. （商品ラインナップを提示して）各商品の概要等を説明

〇〇6. （商品ラインナップを提示して）商品の選定理由を説明

〇〇5. 運用商品の提示（商品ラインナップの提示）

〇ー4. スイッチング等に関する相談・アドバイス

〇〇3. 加入書類、各種変更届等の作成等のサポート、確認、受領等

〇〇2. 加入書類（スターターキット等）、各種変更届等の交付

〇〇1. 制度説明（加入資格・掛金の確認、改正点、税制等を含む）

iDeCo既加入者iDeCo未加入者店頭でのiDeCo関連業務

（表1）

特定の商品を選択しないように勧
める行為は『推奨』に該当します。
原則は、ラインナップに基づいて
一通りすべての商品について説明
し、お客様ご自身に判断していた
だくという流れになります。

◆「長所のみ」「短所のみ」を強調
　する説明
　特定の商品について、「良い」「悪
い」などのコメントをしたり、「ど
ちらが良い」などの評価を述べた
り、あるいは、長所のみまたは短
所のみを強調したりするする行為
は、『推奨』に該当します。お客様
の質問に答える場合であっても、
販売用資料を用いて客観的な説明
をするように努め、特定の商品を
お勧めしていると受け取られるこ
とのないよう注意する必要があり
ます。

◆特定の商品のみを説明
　iDeCoでは、原則としてライン
ナップに基づいて一通りすべての
商品について説明しなければなり
ません。特定の商品についてのみ
概要等を説明することも『推奨』
に該当するものとして禁止されて
います。ただし、例外的にお客様
から特定の商品についてのみ説明
を求められた場合には、ラインナ

きましょう。
　典型的な『推奨』とは、お客様
に対して「特定の商品を指定す
るように誘導する行為」や「特
定の商品を指定しないように誘
導する行為」のことを指します
が、iDeCoではこれよりも広い概
念で捉えており、「お客様が商品の
選択をする際に、特定の商品にバ
イアスをかけるような行為」を『推
奨』として禁止しています。この
点がiDeCo以外の金融商品販売に
おける営業活動と大きく異なる点
であると言え注意が必要です。実
際に想定される事例を使って、ど
のようなやり取りが『推奨』にあ
たるのか確認していきましょう。

◆特定の商品を勧める行為
　典型的な推奨行為は、特定の商
品をお勧めする行為です。例えば、
お客様からお勧めの商品を質問さ
れた際に、「日本株を投資対象とす
るものですとこのＡ投信が、バラ
ンス型のファンドですとＢ投信な
どがよいと思います」など、複数
の候補を挙げたとしても、特定の
商品をお勧めする行為は、『推奨』
に該当します。iDeCoでは、中立
の立場で情報提供を行うことが求
められていますので、特定の商品
を選択するように勧めたり、逆に

った場合の改正点、税務上の取扱
いなどがあります。これらの点に
関してお客様から質問を受けた場
合には、きちんと説明できるよう
にしておく必要があります。また、
加入を希望するお客様に対するス
ターターキットなどの加入書類や、
すでにiDeCoで運用中のお客様に
対する変更届などの各種書類を交
付したり、お客様がこれらの書類
を作成する際のサポートやお客様
が作成された書類を確認し、受領
したりする業務も行うことができ
ます。
　改正後は、これらに加え商品ラ
インナップを用いた「運用商品の
提示」、商品ラインナップを提示し
たうえでの「各商品の選定理由の
説明」、「各商品の概要等の説明」
などの運用関連業務についても行
うことができるようになりました。
また、すでにiDeCoで運用中の加
入者に対する「スイッチング等に
関する相談・アドバイス」も行う
ことができるようになりました。
　ただし、引き続き特定の商品に
対する『推奨』は禁止されています。

■『推奨』に該当する行為
　兼務規制の緩和後も引き続き禁
止される『推奨』とは、どのよう
な行為が該当するのか確認してお

商品の説明と推奨との線引きがど
こにあるのか」が大きなポイント
になりますので、この後詳しく解
説します。
　こ の 他 の 改 正 点 と し て は、
iDeCoに加入する前のお客様（未
加入者）に対しても、既加入者と
同様の規制、すなわち忠実義務が
課されることが明確化されました。
iDeCoに加入する前であっても、
制度の概要や税制上の取扱いに加
え、商品の概要等についても説明
をすることができますが、加入者
に対するのと同様に『推奨』する
ことはできません。

■店頭で営業職員が行うこと
　のできる業務
　改正後、iDeCoに関して金融機
関の店頭で営業職員が行うことの
できる業務の流れを確認しておき
ましょう。（表１）
　まず、改正前の制度でも行うこ
とができる業務として、お客様に
対する「制度説明」や「各種書類
の交付、作成等のサポート、内容
確認・受領」などがあります。
　iDeCoの制度に関しては、加入
資格、掛金の上限、制度改正があ

■改正前の状況
　改正前の確定拠出年金制度にお
いては、金融商品の販売等を行う
営業職員は、iDeCoの運用関連業
務を行うことができませんでした。
金融商品の販売業務とiDeCoの運
用関連業務を兼務できないことか
ら、兼務規制と呼ばれています。
なお、iDeCoの運用関連業務とは、
「お客様に対して運用商品を提示す
ること」「商品の概要を説明するこ
と」などの業務をいいます。
　この兼務規制により、金融機関
の窓口において個別の運用商品の
説明などの情報提供が十分にでき
ないなどの問題が指摘されていま
した。

■改正の概要
　今回の改正によりこの兼務規制
が緩和され、金融商品の販売等を
行う営業職員もiDeCoの運用関連
業務を行うことができることにな
りました。ただし、『推奨』に関し
ては引き続き禁止されていますの
で、注意が必要です。今回の改正
においては、どのような行為が『推
奨』に該当するのか、特に、「個別



iDeCo向け商品として同様の行為
をすると、『推奨』に該当しますの
で注意してください。同じ商品で
あっても、iDeCo用としての説明
とつみたてNISA用としての説明で
は、明確に区分して行わなければ
なりません。お客様には、iDeCo
用の商品に関しては『推奨』がで
きないことをお伝えしたうえで、
ご自身で判断いただくようにお伝
えする必要があります。
　なお、ライフプランに基づいた
資産運用の提案などの際の選択肢
として、つみたてNISAや個人年金
な ど と と も に、制 度 と し て の
iDeCoの説明や勧誘を行うことは
問題ありません。

■「ビデオライブラリー」　
　リリースのお知らせ
　アーティス総研では、今回の
iDeCoの「兼務規制の緩和」の概
要を解説するとともに、iDeCoの
制度面について再確認できるビデ
オ教材『個人型確定拠出年金～
iDeCo ～の概要』を５月にリリー
スいたしました。当レポートで紹
介しました『推奨』に関する注意
点等を豊富な会話例を使って分か
りやすく解説するなど、実践的な
内容になっています。ご興味がご
ざいましたら、営業担当者または
お近くの本支店までご連絡くださ
い。

◆ニーズ・リスク許容度等に基づ
　いたアドバイス
　お客様から資産運用のご相談を
受けた場合、そのお客様の顧客情
報や「ご相談シート」などの情報
に基づいて、お客様のニーズやリ
スク許容度等を把握したうえで、
iDeCoに関する説明をするケース
も想定されます。このようなケー
スにおいて、顧客情報やご相談シ
ート等から把握したお客様のニー
ズやリスク許容度等から導き出さ
れたものであっても、特定の商品
をお勧めしたり特定の資産配分（ポ
ートフォリオ）に誘導するような
行為は『推奨』に該当します。
　なお、販売用資料などに記載さ
れている複数のモデルポートフォ
リオを使って、リスク許容度に応
じた資産運用の考え方などを一般
論として解説することは認められ
ています。

◆特定のカテゴリーに含まれる商
　品のみ説明
　特定のカテゴリーについて説明
してほしいというお客様からの求
めがないのに、特定のカテゴリー
に含まれる商品のみの説明を行う
ことは、『推奨』に該当します。例
えば、お客様が複数の資産に分散
して投資することを希望される場
合には、商品として分散投資が図
られている「バランス型」という
選択肢と、お客様が複数のカテゴ
リーから商品を選択することによ
り分散投資を行う選択肢があるこ
とを示したうえで、お客様に判断
していただく必要があります。

◆iDeCoとつみたてNISAのライン
　ナップに同じ商品が含まれてい
　る場合
　iDeCoのラインナップに含まれ
ている商品が、つみたてNISAの対
象商品となっている場合がありま
す。このような場合、つみたて
NISA向けであればお客様からの求
めがなくてもその商品の概要を説
明したり、提案や助言をしたりす
る こ と は 可 能 で す。た だ し、

ップを示しながらその特定の商品
の説明を行うことが認められてい
ます。
　あくまでもお客様から求めがあ
ることが前提条件ですので、ライ
ンナップを示しながらの説明であ
っても、営業担当者の判断だけで
特定の商品のみの説明を行っては
いけません。
　なお、運営管理機関によっては、
加入者が運用する商品を指図しな
い場合、定期預金などの元本確保
型商品が自動的に購入されるよう
になっています。このような元本
確保型商品であっても、お客様か
らの求めがないのにその商品のみ
を説明する行為は『推奨』にあた
りますので、注意してください。

◆人気商品、販売実績の多い商品
　を質問された場合
　多くの人が選択している商品の
情報などを伝えることにより、そ
の商品が良い商品であるのではな
いかとの印象をお客様に与えてし
まう可能性があるため、このよう
な行為は『推奨』に該当します。
お客様から質問をされた場合であ
っても、いわゆる “人気商品” や
販売実績の多い商品などを示して
はいけません。

◆運用実績を質問された場合
 　過去の運用実績を示す場合に
は、収益率そのものだけではなく、
リスクの程度、ベンチマークとの
比較、収益率がよかった（悪かった）
要因などを併せて示し、客観的な
コメントをすることが求められま
す。また、ファンド間の収益率に
ついて比較を行う場合においては、
特定の指標や期間のみに着目して
提示することは、特定の商品の『推
奨』と受け取られる可能性があり
ます。
　お客様には、iDeCo用説明資料
などをご覧いただき、運用実績に
ついてはリスクやベンチマークの
収益率との差などを含め総合的に
判断いただくようにお伝えしなけ
ればなりません。

特定の商品を選択しないように勧
める行為は『推奨』に該当します。
原則は、ラインナップに基づいて
一通りすべての商品について説明
し、お客様ご自身に判断していた
だくという流れになります。

◆「長所のみ」「短所のみ」を強調
　する説明
　特定の商品について、「良い」「悪
い」などのコメントをしたり、「ど
ちらが良い」などの評価を述べた
り、あるいは、長所のみまたは短
所のみを強調したりするする行為
は、『推奨』に該当します。お客様
の質問に答える場合であっても、
販売用資料を用いて客観的な説明
をするように努め、特定の商品を
お勧めしていると受け取られるこ
とのないよう注意する必要があり
ます。

◆特定の商品のみを説明
　iDeCoでは、原則としてライン
ナップに基づいて一通りすべての
商品について説明しなければなり
ません。特定の商品についてのみ
概要等を説明することも『推奨』
に該当するものとして禁止されて
います。ただし、例外的にお客様
から特定の商品についてのみ説明
を求められた場合には、ラインナ

きましょう。
　典型的な『推奨』とは、お客様
に対して「特定の商品を指定す
るように誘導する行為」や「特
定の商品を指定しないように誘
導する行為」のことを指します
が、iDeCoではこれよりも広い概
念で捉えており、「お客様が商品の
選択をする際に、特定の商品にバ
イアスをかけるような行為」を『推
奨』として禁止しています。この
点がiDeCo以外の金融商品販売に
おける営業活動と大きく異なる点
であると言え注意が必要です。実
際に想定される事例を使って、ど
のようなやり取りが『推奨』にあ
たるのか確認していきましょう。

◆特定の商品を勧める行為
　典型的な推奨行為は、特定の商
品をお勧めする行為です。例えば、
お客様からお勧めの商品を質問さ
れた際に、「日本株を投資対象とす
るものですとこのＡ投信が、バラ
ンス型のファンドですとＢ投信な
どがよいと思います」など、複数
の候補を挙げたとしても、特定の
商品をお勧めする行為は、『推奨』
に該当します。iDeCoでは、中立
の立場で情報提供を行うことが求
められていますので、特定の商品
を選択するように勧めたり、逆に

った場合の改正点、税務上の取扱
いなどがあります。これらの点に
関してお客様から質問を受けた場
合には、きちんと説明できるよう
にしておく必要があります。また、
加入を希望するお客様に対するス
ターターキットなどの加入書類や、
すでにiDeCoで運用中のお客様に
対する変更届などの各種書類を交
付したり、お客様がこれらの書類
を作成する際のサポートやお客様
が作成された書類を確認し、受領
したりする業務も行うことができ
ます。
　改正後は、これらに加え商品ラ
インナップを用いた「運用商品の
提示」、商品ラインナップを提示し
たうえでの「各商品の選定理由の
説明」、「各商品の概要等の説明」
などの運用関連業務についても行
うことができるようになりました。
また、すでにiDeCoで運用中の加
入者に対する「スイッチング等に
関する相談・アドバイス」も行う
ことができるようになりました。
　ただし、引き続き特定の商品に
対する『推奨』は禁止されています。

■『推奨』に該当する行為
　兼務規制の緩和後も引き続き禁
止される『推奨』とは、どのよう
な行為が該当するのか確認してお

商品の説明と推奨との線引きがど
こにあるのか」が大きなポイント
になりますので、この後詳しく解
説します。
　こ の 他 の 改 正 点 と し て は、
iDeCoに加入する前のお客様（未
加入者）に対しても、既加入者と
同様の規制、すなわち忠実義務が
課されることが明確化されました。
iDeCoに加入する前であっても、
制度の概要や税制上の取扱いに加
え、商品の概要等についても説明
をすることができますが、加入者
に対するのと同様に『推奨』する
ことはできません。

■店頭で営業職員が行うこと
　のできる業務
　改正後、iDeCoに関して金融機
関の店頭で営業職員が行うことの
できる業務の流れを確認しておき
ましょう。（表１）
　まず、改正前の制度でも行うこ
とができる業務として、お客様に
対する「制度説明」や「各種書類
の交付、作成等のサポート、内容
確認・受領」などがあります。
　iDeCoの制度に関しては、加入
資格、掛金の上限、制度改正があ

■改正前の状況
　改正前の確定拠出年金制度にお
いては、金融商品の販売等を行う
営業職員は、iDeCoの運用関連業
務を行うことができませんでした。
金融商品の販売業務とiDeCoの運
用関連業務を兼務できないことか
ら、兼務規制と呼ばれています。
なお、iDeCoの運用関連業務とは、
「お客様に対して運用商品を提示す
ること」「商品の概要を説明するこ
と」などの業務をいいます。
　この兼務規制により、金融機関
の窓口において個別の運用商品の
説明などの情報提供が十分にでき
ないなどの問題が指摘されていま
した。

■改正の概要
　今回の改正によりこの兼務規制
が緩和され、金融商品の販売等を
行う営業職員もiDeCoの運用関連
業務を行うことができることにな
りました。ただし、『推奨』に関し
ては引き続き禁止されていますの
で、注意が必要です。今回の改正
においては、どのような行為が『推
奨』に該当するのか、特に、「個別
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アーティスホールディングス株式会社　　http://www.artis.co.jp　　info89@infobank.co.jp
お問い合わせ

簡単な質問に基づいて、当社ならではの高度なRPA処理をすることで、顧客の属性や資金性格に適合したポー
トフォリオの構築・リバランスや、売買候補ファンドの分析とその根拠の表示を可能にしたツールです。当社
が投信評価機関として提供している投信情報(FICOM)と有機的に一体化することで、皆様の取扱ファンド全て
を対象とした分析と意思決定の支援を行うことができます。

３．「ファンドロボ」・・・投資信託販売支援ツール

従来のライフプランシミュレーションは、長時間を要し面倒で退屈なものでした。当社が開発したL.P.ロボは、
一画面上でシミュレーションプロセスが完了します。自分のライフステージに対応したイベントのみ選択可能
で、イベントごとに入力が終了すると、瞬時にその内容が収入、支出と金融資産残高に反映されます。ライフ
プランイベント表は自動作成されシミュレーション結果とあわせて印刷可能となっており、2019年6月には生
命保険必要保障額計算機能も加わります。

２．「L .P.ロボ」・・・ライフプラン作成ツール(特許取得済)

相続税の計算、対策としての生前贈与、生命保険の活用に伴う多くの複雑なロジックと計算をRPA処理するこ
とで、強力な顧客提案ツールとして提供いたします。具体的には、①相続税の概算値と②税の軽減効果を最大化
する生前贈与額の自動計算を行った上で、③対応する生命保険の選択を行い、相続税非課税枠や保障効果、資産
運用効果と生前贈与の税軽減効果などを併せた計算結果を提示するものです。当社ならではの正確なロジック
と迅速な制度対応力に裏付けられたツールです。

１．「P.I.ロボ｣・・・資産相続(Property Inheritance)支援ツール
RPAベースのロボサービス

集合研修・通信教育・eラン等の申込・承認・管理にかかる手続をシステム化し、事務処理の大幅な効率化・ペーパー
レス化を実現するものです。申込・履修状況を一元管理することにより、教育担当者、管理職、社員各々が受講ス
ケジュール・結果を容易に把握・管理できるようになります。2019年6月10日には最初のお客様に導入・サービス
開始いたします。

-研修等の教育管理システム（Education Management Unit）  -EM-Unit

各種教育講座の履修、公的・民間・社内資格の取得、集合研修の受講、業務スキルの修得レベル、昇給・昇格条件
としてのポイント等を社員属性ごとに必須要件として設定し、それらの充足状況の把握・指導を行いながら人材育
成を図るものです。要件と業績の相関分析なども可能になります。既に複数のお客様にてご利用いただいております。

-  人材育成プログラムを支援するシステム  -IQS

インターネットまたはイントラネット上で各種eラーニング・通信教育・研修等の講座の案内、申込、申込一括集計、
支払、受講者管理・集計などが可能なWebサービスです。ご利用企業の費用負担はありません。研修担当者の皆様は、
各主催会社の講座について、企業様ごとの独自の分類と受講者向けメッセージを登録した上で受講者に公開します。
受講者はサイト上で各講座の検索・比較・申込ができます。2018年４月にサービス開始以来、既に40社超の金融
機関様にてご利用いただいております。

WebGuide® -  自己啓発講座等の掲示・紹介ポータルサイト -

「業務スキルシリーズ（8タイトル）」、「制度知識シリーズ（5タイトル）」、「税務シリーズ（4タイトル）」、「相続シリー
ズ（3タイトル）」、「資産運用の基礎を学ぶシリーズ（5タイトル）」をリリース中です。 
スキルビデオでは「高齢者対応・営業力UP」、制度知識では「iDeCo、相続法改正」など、幅広いラインナップで、
スマホなどで気楽に楽しみながら学習いただくことを目的としています（各タイトルの視聴時間は30分～ 80分程
度）。近日中に50タイトルまで充実させる予定です。

ビデオライブラリー
各種サービスにご関心をお持ちの方は、営業担当者またはお近くの本支店までご連絡ください。

アーティスからのお知らせ


